
日
本
年
金
機
構
は
、「
ね

ん
き
ん
定
期
便
」
な
ど
で

み
な
さ
ん
に
年
金
記
録
の

確
認
を
お
願
い
し
て
き
ま

し
た
が
、
い
ま
だ
に
持
ち

主
不
明
の
年
金
記
録
が
多

く
残
っ
て
い
ま
す
。

自
分
や
家
族
の
年
金
に

漏
れ
や
誤
り
が
な
い
か
心

配
な
人
や
、
記
憶
が
不
確

か
な
人
は
、
年
金
事
務
所

な
ど
で
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。下

図
の
よ
う
に
、
年
金

記
録
が
見
つ
か
っ
た
事
例

が
あ
り
ま
す
。
記
録
が
見

つ
か
る
こ
と
で
、
受
給
で

き
る
年
金
額
が
大
き
く
変

わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
、
気
に
な
る
記
憶
が
あ

る
人
は
確
認
し
ま
し
ょ

う
。イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

使
っ
た
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
」
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
①

年
金
加
入
記
録
の
照
会
②

年
金
見
込
額
の
試
算
③
持

ち
主
の
分
か
ら
な
い
記
録

の
検
索
な
ど
、
年
金
に
関

す
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で

き
ま
す
。
ま
た
、
ね
ん
き

ん
定
期
便
や
年
金
振
込
通

知
書
も
確
認
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

自
宅
で
も
簡
単
に
確
認

で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

【
利
用
方
法
】

利
用
に
は
ユ
ー
ザ
ー
Ｉ

Ｄ
が
必
要
で
す
。
詳
し
く

は
、
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト

（http://www.nenkin.
go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ

い
【
問
合
せ
先
】

京

都

南

年

金

事

務

所
（

☎

０
７
５
・
６
４
４
・
１
１
６
５
）

＜ 2＞＜ 3＞ 平成25年（2013年）3月1日平成25年（2013年）3月1日

4 月 1 日現在 19 歳
以上で、市国民健康保
険に加入している人
は、平成 24 年中の所
得申告が必要です。
国民健康保険税には
所得に応じた軽減措置
がありますが、世帯の
中に 19 歳以上で申告
のない人が 1人でもい
ると、軽減措置が適用
されません。
市 ･府民税の申告義

務がない人や、家族に
扶養されている人も、
所得の有無にかかわら
ず申告が必要です。な
お、確定申告書を提出
した人や、勤務先など
から給与・公的年金な
どの支払報告書が提出
されている人を除きま
す。
詳しくは、お問い合
わせください。
【申告先】

▼ 1 月 1 日 現 在、
本市に住民登録があっ
た人＝税務課
▼ 1 月 2 日 以 降、
本市に住民登録した人
＝国保医療課
【しめきり】
3 月 22 日㈮
しめきりを過ぎる場
合は、ご相談ください。
【問合せ先】
国保医療課（☎ 64-
1332）

市
は
、
国
民

健
康
保
険
（
国

保
）・
後
期
高

齢
者
医
療
の
加

入
者
を
対
象
に
、
外
来
（
半
日
）

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
・
併
用

ド
ッ
ク
（
人
間
・
脳
ド
ッ
ク
の
併

用
受
診
）
の
受
診
費
用
を
助
成
し

ま
す
。

【
国
民
健
康
保
険
】

対
象
者
＝
国
保
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
世
帯
で
、
次
の
す
べ
て
を

満
た
す
人

▼
５
月
６
日
現
在
３０
歳
以
上
７５

歳
未
満
（
昭
和
１３
年
５
月
７
日
以

降
生
ま
れ
）
の
人
で
、
１
年
以
上

継
続
し
て
京
田
辺
市
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る

▼
入
院
・
妊
娠
し
て
い
な
い

【
後
期
高
齢
者
医
療
】

対
象
者
＝
保
険
料
を
滞
納
し
て

い
な
い
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保

険
者
で
、
次
の
す
べ
て
を
満
た
す

人
▼
入
院
し
て
い
な
い

▼
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
介
護
保

険
施
設
へ
入
所
し
て
い
な
い

【
助
成
額
】

受
診
費
用
の
７
割

【
申
込
期
間
】

４
月
１
日
㈪
～
５
月
７
日
㈫

詳
し
く
は
、
３
月
下
旬
に
対
象

者
へ
郵
送
す
る
案
内
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

【
申
込
・
問
合
せ
先
】

国
保
医
療
課

▼
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
こ

と
（
☎
６４
・
１
３
３
２
）

▼
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る

こ
と
（
☎
６４
・
１
３
７
４
）

７０
～
７４
歳
で
、
高
齢
受
給

者
証
の
一
部
負
担
金
の
割
合
が

「
２
割
（
た
だ
し
、
平
成
２５
年

３
月
３１
日
ま
で
１
割
）」
の
人

の
自
己
負
担
割
合
は
、
４
月
１

日
以
降
も
１
割
に
据
え
置
か
れ

ま
す
。

そ
の
た
め
、
市
国
民
健
康
保

険
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
載
内

容
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
対
象

者
に
は
新
し
い
受
給
者
証
を
３

月
１５
日
以
降
に
郵
送
し
ま
す
。

医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
は

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
と

高
齢
受
給
者
証
を
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
先
＝
国
保
医
療
課

（
☎
６４
・
１
３
３
２
）

市は、医療費の一部
を補助する福祉医療制
度を設けています。
対象者には受給者証
を交付しますので、該
当する人は申請してく
ださい。
対象＝右表のとおり

申請に必要なもの＝
健康保険被保険者証
障害者医療の申請に
は、障害者手帳・年金
証書などが必要です。
また、福祉医療費受
給者証（老人）を持っ
ている人で、4月 1 日

現在 70 歳未満の人に
は、3月末までに新し
い受給者証を郵送しま
す。有効期限は 7 月
31 日です。
申請・問合せ先＝
国保医療課（☎ 64-
1374）

京都府から市への権限移
譲が行われます。府で行っ
ていた事務は、4月 1日か
ら下表のとおり市が窓口と
なります。詳しくは、各担

当課へお問い合わせくださ
い。
問合せ先＝企画管理課

（☎ 64-1310）

市
は
、
市
職
員
の
給
与

な
ど
の
実
態
を
公
表
し
ま

し
た
。

内
容
は
、
職
員
の
任
免

と
職
員
数
、
給
与
、
勤
務

時
間
や
勤
務
条
件
、分
限
・

懲
戒
処
分
、
服
務
、
研
修

と
勤
務
成
績
の
評
定
、
福

祉
・
利
益
の
保
護
の
状
況

で
す
。

本
紙
で
は
、
そ
の
一
部

を
紹
介
し
ま
す
。
詳
し
く

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
＝
職
員
課

（
☎
６４
・
１
３
２
４
）

市
は
、
２
月
２０
日
に
開
か

れ
た
市
議
会
定
例
会
本
会
議

で
、
今
村
真
氏
（
５０
）
＝
田

辺
久
戸
を
教
育
委
員
会
委
員

に
任
命
す
る
人
事
案
件
の
同

意
を
得
て
、
同
氏
を
任
命
し

ま
し
た
。

任
期
は
平
成
２５
年
３
月
１

日
か
ら
４
年
間
で
す
。

問
合
せ
先
＝
職
員
課
（
☎

６４
・
１
３
２
４
）

【問合せ先】
国保医療課（☎ 64-1374）

保険料の納付は便利な口座振替をご利
用ください。口座振替は、市内金融機関
で手続きできます。金融機関にある後期
高齢口座振替依頼書で申し込んでくださ
い。
手続きに必要なもの＝▼後期高齢者医
療被保険者証▼通帳▼届出印
なお、手続き完了時期により口座振替
開始月が変わることがあります。

市は、後期高齢者医療保険料が未納の
人に、催告状を郵送します。同封の納付
書で、市役所か金融機関で納付してくだ
さい。
催告分の保険料は、口座振替はできま
せん。また、延滞金を加算している場合
があります。
なお、納付の確認には数日かかります。
すでに納付済みの人にも行き違いで催告
状が届くことがありますが、ご了承くだ
さい。

1 カ月の医療費が高額になったとき
は、自己負担額を超えた分が払い戻され
ます。申請には、振込先金融機関の口座
登録が必要です。該当する人には案内を
郵送していますので、申請がまだの人は
早めに申請してください。


	_GoBack

